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答  申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した東京都愛の手帳交

付要綱（昭和４２年３月２０日付４２民児精発第５８号。以下「都要綱」

という。）５条１項及び２項の規定に基づく愛の手帳の交付決定処分の

うち、障害程度の区分認定に係る審査請求について、審査庁から諮問が

あったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都知事（以下「処分庁」という。）

が請求人に対し、交付の日付を令和４年１０月５日として行った愛

の手帳の交付決定処分のうち、都要綱別表１「知的障害（愛の手帳）

総合判定基準表」（別紙１。以下「総合判定基準表」という。）に

おける障害程度の区分（以下「障害の度数」という。）を、総合判

定４度と認定した部分（以下「本件処分」という。）について、３

度への変更を求めるものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、以下のとおり主張し、障害の度数を３度に変更するこ

とを求めている。  

電車ののりかえもひんぱんにまちがえてまいごになったり、自分

の家にも、たまあにわかんなくなってしまったり、ＩＱも５６で３

度よりの４度となっていますし、自分のスケジュルかんりも、自分

でできないこともあり、たにんにもめいわくかけることもあります。
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このことから自分は３度だと不服申し立てします。３度ＩＱ３５～

４９、４度５０～７５さんこうまでに書きました。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規

定を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和５年  ７月２４日  諮問  

令和５年  ８月２９日  審議（第８１回第４部会）  

令和５年１０月１６日  審議（第８２回第４部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

１  要綱等の定め  

⑴  都要綱１条は、この要綱は、知的障害者、知的障害児（以下

「知的障害者」と総称する。）の保護及び自立更生の援助を図る

とともに、知的障害者に対する社会の理解と協力を深めるため、

知的障害者に「愛の手帳」を交付し、もって知的障害者の福祉の

増進に資することを目的とするとし、都要綱２条１項は、愛の手

帳は、東京都内に住所又は居所を有する者で東京都児童相談所条

例により設置した児童相談所又は東京都心身障害者福祉センター

条例により設置した心障センターにおいて、知的障害と判定され

た者に対して交付するとしている。  

⑵  都要綱３条１項は、愛の手帳の交付を受けようとする知的障害

者等は、愛の手帳交付申請書（以下「申請書」という。）に当該
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知的障害者の写真を添え、その者が１８歳以上の場合にあっては、

心障センターを判定機関とし、判定機関の長を経由して、処分庁

に申請しなければならないとしている。  

同条４項及び都要綱４条は、上記申請書を受理した心障センタ

ー所長は、総合判定基準表（別紙１）及び当該知的障害者が１８

歳以上である場合は都要綱別表４「知的障害（愛の手帳）判定基

準表（１８歳以上  成人）」（別紙２。以下「個別判定基準表」

という。）に基づいて判定を行い、その結果に基づき判定書を作

成し、申請書に判定書を添付して処分庁に進達しなければならな

いとしている。  

⑶  都要綱５条１項は、処分庁は申請書及び判定書により愛の手帳

の交付の可否を決定するものとし、同条２項は、上記により障害

の度数１度から４度までに該当すると認めたときは、心障センタ

ー所長を経由して愛の手帳を交付するものとしている。  

なお、総合判定基準表によれば、障害の度数について、「各種

の診断の結果、知的障害の程度が処遇上「中度」と判定され、ま

たプロフィールがおおむね「３」程度のものに該当するもの」が

３度（中度）、「各種の診断の結果、知的障害の程度が処遇上

「軽度」と判定され、またプロフィールがおおむね「４」程度の

ものに該当するもの」が４度（軽度）とされている。  

  ⑷  都要綱１２条に基づいて定められた東京都愛の手帳交付要綱実

施細目（昭和４２年３月２０日付４２民児精発第５８号。以下

「実施細目」という。）の４・⑵は、知的障害の判定に係る知的

障害の有無、障害の程度等については、医学的、心理学的、社会

診断的見地から、最終的に総合判定に基づいて決定することとし、

また、実施細目の４・⑷は、程度別総合判定を行うに当たっては、

判定書に記載されたプロフィールを参考として行うものとしてい

る。  

２  請求人の知的障害に係る総合判定について  



 

- 12 - 

次に、心障センター所長が作成した本件判定書等の記載内容を前

提に、本件処分に違法又は不当な点がないかどうか、以下、検討す

る。  

⑴  個別判定基準表によるプロフィール  

ア  「知能測定値」について  

鈴木ビネー知能検査による知能指数はＩＱ５６であり、これ

は個別判定基準表における「知能指数及びそれに該当する指数

がおおむね５０～７５」に相当するものとして、４度と判定さ

れている。  

イ  「知的能力」について  

請求人が判定の際に提出した小学校時の担任からの情報によ

れば、当時より学業の遅れが認められる。また、事前の電話で

の問合せの際には、給料を計画的に使うことは難しく、貰った

日にパチンコ等に使ってしまうこともあることを述べている。  

一方で、高校中退後は、短期の就労を繰り返しながら一人暮

らしを維持できているほか、担当部署に問合せを繰り返しなが

ら愛の手帳の制度を知り、予約を取る、必要な書類を整える等

の手続ができている。  

以上により、個別判定基準表における「テレビ、新聞等をあ

る程度日常生活に利用できる、給料等の処理ができる。」の区

分に相当するものとして、４度と判定されている。  

ウ  「職業能力」について  

面接記録票には、「土木、建設、新聞配達等の仕事についた

が補助的業務にとどまったり、仕事が至らずに苦情をうけたり

で長くは続いていない。」との記載がある。  

以上により、個別判定基準表における「単純作業は可能であ

るが、時に助言等が必要」の区分に相当するものとして、４度

と判定されている。  

エ  「社会性」について  
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面接記録票に「小・中のいじめられから逃れるために不良集

団に入り、そのまま○○に。」、「店他で暴れたこともある。

つかまることわかったので今は暴れない。暴言まで。」と記載

されている。  

以上により、個別判定基準表における「対人関係の理解及び

集団的行動がある程度可能。また、適当な援助のもとに、限ら

れた範囲での社会生活が可能」の区分から「対人関係の理解及

び集団的行動がおおむね可能。また、適当な援助のもとに、社

会生活が可能」までの区分に相当するものとして、３度～４度

と判定されている。  

オ  「意思疎通」について  

判定当日は本人一人で来所し、成育歴や職歴について一通り

説明することができていた。しかし、面接記録票には「時系列

や状況の理解はあいまい」、「質問の仕方をかえながら何度か

くり返す必要あり。」との記載がみられる。  

以上により、個別判定基準表における「日常会話（意思疎通）

が可能。また簡単な文字を通した意思疎通が可能」の区分に相

当するものとして、４度と判定されている。  

カ  「身体的健康」について  

面接記録票によれば、精神科クリニックに受診し、不眠時に

睡眠導入剤を服用しているが、身体面では足腰の痛みの訴えの

みであった。  

以上により、個別判定基準表における「健康であり、特に注

意を必要としない」の区分に相当するものとして、４度と判定

されている。  

キ  「日常行動」について  

面接記録票に、「店他で暴れたこともある。つかまることわ

かったので今は暴れない。暴言まで。」と記載されている。ま

た、愛の手帳について電話で問い合わせた際にも、相手の回答
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が意に沿わない場合に声を荒らげたり、「暴れてやるからな」

と脅すようなことを言ったりしたことが記録されている。以前、

別の機関でＡＤＨＤの可能性を指摘されたとの発言もあった。  

以上により、個別判定基準表における「日常行動にたいした

支障はないが、配慮が必要」の区分から「日常行動に支障はな

く、ほとんど配慮を必要としない。」までの区分に相当するも

のとして、３度～４度と判定されている。  

ク  「基本的生活」について  

面接記録票によれば、一人暮らしを継続しており、炒め物く

らいの調理は可能であり、商店の自動精算機の使用も可能であ

る。一方で、電車の乗り換えの際、どの方向の電車に乗ってい

いか分からないとのことである。  

以上により、個別判定基準表における「身辺生活の処理がお

おむね可能」の区分から「身辺生活の処理が可能」までの区分

に相当するものとして、３度～４度と判定されている。  

ケ  小括  

以上のとおり、本件判定書のプロフィール欄は、８項目のう

ち３項目が３度～４度（中度～軽度）、５項目が４度（軽度）

相当とされている。  

上記各項目における障害の程度の判定は、面接等により得ら

れた所見に基づくものであって、各項目の判定結果は、個別判

定基準表に照らして、心障センターにおける専門的見地からの

判断として、合理性のあるものと認められる。  

そうすると、本件判定書に記載されたプロフィールによる判

定は、全体としては、４度程度と判断するのが相当である。  

⑵  医学的所見、心理学的所見及び社会診断所見  

医学的所見欄には「軽度知的障害」と、心理学的所見欄には

「ＣＡ４２：１  ＭＡ９：０  ＩＱ５６  鈴木ビネー改定版」と、

社会診断所見欄には「これまでの反社会的行動の背景には、知的
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障害による社会不適応があったものと推測される。福祉的支援の

中で、就労及び生活の立て直しを進めていくことが望まれる」と、

愛の手帳の程度認定欄には「４度（軽度）」とそれぞれ記載され

ている。  

⑶  総合判定  

上記⑴及び⑵の記載内容を総合して判定すると、請求人の障害

の程度は、総合判定基準表（別紙１）における「各種の診断の結

果、知的障害の程度が処遇上「軽度」と判定され、またプロフィ

ールがおおむね「４」程度のものに該当するもの」に該当するも

のとして、障害の度数は総合判定４度（軽度）であると判定する

のが相当であり、これと同旨の結論を採る本件処分に、違法又は

不当な点があるとは認められない。  

３  請求人の主張について  

請求人は、第３のとおり主張し、障害の度数を３度に変更するこ

とを求めている。  

しかし、上述（１・⑵から⑷まで）のとおり、愛の手帳における

障害の程度の認定は、申請書及び判定書の内容を総合的に判定して

決定されるものと解すべきであるところ、本件申請書及び本件判定

書によれば、請求人の障害の程度は、総合判定基準表及び個別判定

基準表に照らして「４度」と判定するのが相当であることは、上記

２のとおりであるから、請求人の主張をもって本件処分が違法又は

不当なものであるということはできない。  

４  上記以外の違法性又は不当性の検討について  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法

令解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に

行われているものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  
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（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、大橋真由美、山田攝子  

 

別紙１及び別紙２（略）  


